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滝川市地域旅客運送サービス継続事業実施方針 

 

１　実施区域 

　滝川市 

 

２　事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業 

 

＜現行のサービス内容＞ 

　(１)　路線：滝深線（運行事業者：空知中央バス株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　(２)　運行ダイヤ 

 

　 

 

 

 系統名 平日 土日祝 事業者 

名

事業の 

種類

運行の 

態様  往 復 往 復

 滝深線 ８回 ８回 ４回 ３回 空知中

央バス

株式会

社

一般乗

合旅客

自動車

運送事

業

路線定

期運行
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(３)　運賃 

 

３　２の路線等において地域旅客運送サービスの維持を図るために引き続き実施する運送

（継続旅客運送）にかかる運送機関の種類、態様その他の内容 

 

＜引き続き実施するサービス内容＞ 

　(１)　運送機関の種類：一般乗合旅客自動車運送事業 

 

　(２)　運送の態様　　：路線不定期運行 

 

　(３)　運行区間及び運賃（別途実施する運賃協議会にて決定） 

　　・江部乙中央通～19丁目（5.3km）　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 

※滝川市が発行する敬老特別乗車証の利用対象路線とする予定。 

※小児運賃（小学生以下）の運賃については、普通運賃の半額（10 円未満の端数は

10円単位に切り上げ）とする。 

　　※往路（19丁目行）は 14 丁目までは乗車のみ、15丁目以降は降車のみとし、復路

（江部乙中央通行）は 15丁目までは乗車のみ、14 丁目以降は降車のみとする。 

 

 

 

 　 　 　 　 稲田

 　 　 　 18丁目 240

 　 　 16 丁目 240 250

 　 14 丁目 240 250 310

 江部乙中央通 240 250 290 360

 　 　 　 　 19 丁目

 　 　 　 18丁目 -

 　 　 16 丁目 - -

 　 14 丁目 240 250 310

 江部乙中央通 - 250 290 360
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　(４)　路線：（仮称）江部乙東陽線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　(５)　運行便数（ダイヤ） 

　　　※地域の人口規模や利用状況等を踏まえ、乗車定員 11人未満の車両による運行も

可能とする。 

　　　※ダイヤや運行便数等については上記を基本とするが、運行経費等を踏まえ、決定

した事業者と協議して決定する。（なお、運行開始後も利用状況を踏まえて随時見

直す。） 

 

４　継続旅客運送を実施する者の条件 

　次に掲げる条件を全て満たす者とする。 

①　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

②　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てがなされ

ていない者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（再生手続開始

の決定を受けている者を除く。）であること。 

③　この公告の日から公募期間が終了するまでの期間において、滝川市競争入札参加資

格者指名停止事務処理要領（平成 11 年滝川市告示第 43 号）第２条第１項若しくは第

３条第１項から第３項までの規定による指名競争入札に関する指名を停止されていな

い者であること。 

 系統名 平日 土日祝 備考

 往 復 往 復

 （仮称） 

江部乙 

東陽線

３回

～ 

４回

３回 

～ 

４回

０回 ０回 電話予約により運行 

12/29～1/3 は０回
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④　滝川市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 26 年滝川市条例第 12 号)第２条第２

号に規定する暴力団員又は同条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者ではない

こと。 

⑤　令和８年４月１日現在、滝川市内に本店を有すること。 

⑥　国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑦　道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業

の許可を受けていること。 

⑧　令和８年４月１日時点で、中空知広域圏内における令和４年４月１日以降の３年間

にわたる一般乗合旅客自動車運送事業の輸送実績があること。 

⑨　その他、法令等に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 

 

５ 地方公共団体による支援の内容 

①　運行委託費等の予算措置 

②　地域と連携した利用促進策 

 

６ 実施予定期間 

令和８年 10 月１日～令和 10 年３月 31 日まで 

 

７ 公募の期間 

令和８年５月 11 日～令和８年５月 21 日まで 

 

８ 継続旅客運送を実施する者の選定方法 

企画提案内容の審査により選定 

 

９ その他必要な事項 

公募型企画提案への参加に当たっては、滝川市地域旅客運送サービス継続事業公募型

企画提案募集要項を参照のこと。


